
資金決済法とマネー・ローンダリング

2009年12月

株式会社インフォエックス

朝雄博

asao@infoex.co.jp



All Rights Reserved, InfoEX Corporation 2009 - 2 -

1. 資金決済法とは？

「為替取引」とは何か？

「顧客から、遠隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移
動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、又はこれを引き受けて遂行する
こと」＇最高裁平成１３年決定（

＞ 銀行法上、為替取引は銀行が専業で行うという定めがおかれており、したがって銀行以外のも
のは為替取引ができないという縛りがかかっている。

「資金決済法」とは何か？

[ http://www.fsa.go.jp/common/diet/171/01/hou.pdf ]

２条２項：「[資金移動業]とは、銀行以外の者が為替取引＇尐額の取引として政令で定めるもの
に限る。（を業として営むことをいう。」

＞ 尐額の決済＇上限１００万円（が銀行以外にも解禁される＇2010年４月施行（

＞ 現行の「前払式証票の規制等に関する法律」＇通称プリカ法（では適用外だったサーバ管理型
のプリペイドサービスが同法の適用を受ける。

為替取引の住み分け

システミックリスクが生じるもの －＞ 銀行法

システミックリスクが生じないもの －＞ 資金決済法

尐額の取引＇政令で定めるものに限る（

登録制

履行保証金の供託

http://www.fsa.go.jp/common/diet/171/01/hou.pdf
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- マネー・ロ－ンダリング＇以下、マネロンと記す（とは、犯罪
などで不正に得た資金の出所をわからないようにして、合
法的な資金であるかのように見せかけることをいいます。

- 複数の銀行口座を経由して送金を繰り返すなどして、不
正に得た資金を合法的に見せかけます。

- マネロンの文字通りの意味は、汚れた資金を洗ってきれ
いにする＇資金洗浄（ということです。

2. マネー・ロ－ンダリングとは？

匿名性、換金性、価値の普遍性、流通性、運搬性の高い商品はマネロンに使用されるこ
とが多いと指摘されている。

例：ダイヤモンド、金塊

「資金決済法」施行により、サイバースペースでの
悪用が懸念されている。

マネロンの手口
１） プレースメント： 非合法行為によって得られた収益が現金資金化されること
２） レイヤーリング： 送金や商品への変換、換金を繰り返すことで資金の出所と

流れをわかりにくくすること
３） インテグレーション： 最終的に合法的な取引を通じて資金が入金されること
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1. マネー・ローンダリングを防御できないこと自体が、組織犯罪に加担し
ているとみなされる。

2. 疑わしい取引がないかどうか監視、調査、報告をする義務を負います。
3. 例えば、顧客等の本人確認＇ＫＹＣの重要性（を行うなど、マネロンの疑

いがある取引を未然に防ぐよう努めなければなりません。
4. 法律に違反した金融機関には、刑事責任または罰金が課されます。

例 : 

Å Bank of Bermuda to pay SEC fine of $67.5 million dollar

Å US Trust / Charles Schwab fined $10 million dollars 

Å Commercial Bank of NY $5 million dollar fine 

Å Banco Popular fined $21 million dollars 

Å Royal Bank of Scotland, £750,000 fine 

3. マネロンを防止するために

日本は、先進国の中では、マネー・ローンダリングに対す
る認識と法規制が甘いとＦＡＴＦ(Financial Action Task 

Force on Money Laundering)より指摘されている。



All Rights Reserved, InfoEX Corporation 2009 - 5 -

4. FATF＇金融活動作業部会（の概要

マネロン対策における国際協調を推進するべく、１９８９年に設立された
政府間機関。OECD加盟国を中心に３１の国と地域および２つの国際
機関が参画し、下記活動を行っている。

1. マネロンおよびテロ資金対策に関する国際基準＇FATF勧告（の策
定および見直し

2. FATF参加国におけるFATF勧告の遵守状況の監視
3. 世界的なマネロンおよびテロ資金対策の拡大
4. FATF非参加国・地域におけるFATF勧告遵守の奨励
5. マネロンおよびテロ資金供与の手口および傾向に関する研究
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5. 日本における疑わしい取引の届け出件数の推移

年 受理件数 提供件数

1997年 9 0

1998年 13 0

1999年 1,059 0

2000年 7,242 5,329

2001年 12,372 6,752

2002年 18,768 12,417

2003年 43,768 30,090

2004年 95,315 64,675

2005年 98,935 66,812

2006年 113,860 71,241

2007年 158,041 98,629

2008年 235,260 146,330

＜金融庁特定金融情報室資料より＞
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6. マネロンの標的 １

「電子マネー」および「ポイント」がマネロンの標的にされている：

1. 現金の代替手段として一般的に利用される。

2. 換金性、流通性、及び価値の普遍性が高い。

3. サーバー内に電磁的に管理されているが、現金の代替機能としてユーザーから期待される匿名性を重
視している場合があり、金銭情報に個人情報が付加されていない事が多い。

4. 仮想世界をわずかな時間で移動できる＇優れた運搬性も備えている（。

仮想世界におけるマネロンの「媒介物」として高い危険性を持つ

① E-Gold

② e-Bulion

③ e-dinar

④ Pecunix

⑤ Liberty Reserve

⑥ WebMoney Transfer (WMT)

サイバー金融犯罪に悪用されている世界の電子マネー

＜2009.4.6 金融財政事情より＞
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① E- Gold: 
HYIP(High Yield Investment Program/投資詐欺)、身元詐称やポルノ売買
で得た収益がE- Goldを用いて繰り返しマネロンされていたが、E- Goldの経
営陣は実態を黙認していたため、2008年6月に有罪判決を受ける。

⑥ WebMoneyTransfer (WMT)：
旧ソビエト連邦圏で発達したインターネットを利用した送金網である。非対
面かつ匿名で送金が可能。2008年5月、ﾆｭｰﾖｰｸでｼﾃｨﾊﾞﾝｸ顧客のPINが
ハッカーによって大量に盗まれる事件があり、そのPINを利用し約２億円を
盗み出し、それをWMTの電子通貨に変換し、ロシアへ送金した。実際に資
金を受け取った詐欺グループの首謀者はまだ特定されていない。WMTの
サーバもロシアにあった為、アメリカの司法権外となり、資金の流れを追跡
することが困難であった。

※オンラインゲームでの売買を利用したマネロンも急増している。

6. マネロンの標的 2

利便性と金融犯罪リスクは裏腹の関係である。

＜2009.4.6 金融財政事情より＞
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7. 大手銀行の対応状況

ご参考

V フォーテント Fortent http://www.fortent.com/index.php
本社： 米国ニューヨーク、 拠点：アトランタ、サンフランシスコ、ロンドン、フランクフルト、パリ、シドニー

取引先： リスク管理およびコンプライアンス分野のITソリューション＇アンチ・マネーロンダリング、顧客確認＇KYC（、不正行

為検出のテクノロジー（を100ヵ国以上の銀行、証券会社、保険会社、政府機関、企業等へ提供

主な顧客：ニューヨーク銀行、バークレイズ銀行、JPモーガン・チェイス銀行、ロイズTSB銀行、王立スコットランド銀行、ノヴァ・
スコシア銀行、ソシエテジェネラル、UBS

銀行名 勘定系情報ベン
ダー

主な対応

三菱東京ＵＦＪ銀行 ＩＢＭ ・2004年、Logica社の「ＨｏｔＳｃａｎ」を全拠点に導入

・2007年4月、「マネーロンダリング防止対策室」を設置

・顧客取引履歴等に基づき検知するフォーテント社＇米（
のソフトを海外の大規模拠点に導入(HotScanと併用（

・2009年、 SAS Anti-Money Launderingを導入

三井住友銀行 ＮＥＣ／ＩＢＭ ・2004年に疑わしき取引を監視するシステムを構築

・2009年4月、「SAS Anti-Money Laundering」を導入

疑わしい取引と思われる条件である「シナリオ」をもとに
検知し、リスクファクタをもとに潜在的なマネロン活動を
示唆する

みずほ銀行 富士通 ・2008年、「フォーテント(Fortent)」を導入

・外国送金の送金人や受取人の名前をプロファイリング
リストにて自動検索(「誤検知」率の低さが特徴（

りそな銀行 ＮＴＴデータ／ＩＢＭ ・2006年10月、入手金・送金に不審な取引がないか監視
する自社システムを強化

・2005年よりシステムにて監視を実施

http://www.fortent.com/index.php
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8. 日本市場でのシステムベンダー状況

ジェトロニクス Ｇｅｔｏｎｉｃｓ ＇ＮＴＴデータ連結子会社化（
本社：オランダ

2007年2月：ＮＴＴデータが日本法人の株式７０％をＭ＆Ａ、同年5月に新体制発足予定

日本語カナ対応機能を搭載した統合型フィルタリング・ソリューションを開発予定

V フィルコソフト社＇仏（のパッケージをベースに開発予定

V 全銀ネットの内国為替メッセージや日銀ネットの当座預金の付記メッセージにも対応予定

プロファイリング・ソリューションを複数の大手金融機関においてインプリメンテーションを開始

アクティマイズ Ａｃｔｉｍｉｚｅ
本社：米国ニューヨーク、現地法人：ロンドン、パリ、テルアビブ

取引先：72機関

2007年2月日本法人設立し、監視ソフトの本格展開を標榜

ソフトの価格帯：500万～5億円程度とのこと

住商情報システム
2002年より取組開始

ウォッチリストフィルタリング：SIDE Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ社製を採用、50金融機関への導入実績

2007年：プロファイリング／モニタリングに関して、Ｍａｎｔａｓ社＇米国（「mantas Anti-Money Laundering Ｓ
ｏｌｕｔｉｏｎ」の取扱を開始

富士通
2005年9月：キャッシュカードの不正出金監視システムをみなと銀行と共同開発

販売価格：基本サービス：700万円～、メール通知：200万円～、データ取込：200万円～
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【参考資料】Logica社、「HotScan」の概要 １

世界各国において、テロ、麻薬密売、マネーロン
ダリング、大量破壊兵器の密輸などに関わってい
る団体または組織を制裁対象リスト＇各国が規制
する送金禁止対象（として公表しています。

HotScanは、銀行間の送入金システムをスキャニ
ングし、制裁対象リストに該当する、または疑わし
い取引について検知すると警告を発します。

HotScanシステムの特長は、高性能なフィルタリン
グ機能です。制裁対象リスト＇ディクショナリーとも
いいます（に名称や住所がマッチングしないかど
うかをリアルタイムに処理します。

HotScanシステムは、世界各国の制裁対象リスト
をサポートしています。＇OFAC、 BOE、 EU、
WorldïCheckなど、その他に状況により選択が可
能です。（

β HotScanユーザー数

全世界： 42台

内、邦銀： 3台
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HotScan Product Overview: Range of Solutions - AML

Cost

Transaction

and Customer 

Scanning

Rules based

systems

Behaviour

Detection

Solutions

Data

Integrity and

Acquisition

Complexity

Know Your 

Customerôs 

Business

Know Your 

Customer By 

Name

Customer Due Diligence

HotScan, 

CASS and 

Lookup

【参考資料】Logica社、「HotScan」の概要 2
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【参考資料】米国のマネーロンダリング規制の状況 １

規制強化の経緯
2001年の同時多発テロ勃発により同年、大幅強化を実施

V 愛国者法設定
認可申請の審査にマネロン対策の有効性勘案を義務付け

V 銀行秘密法＇ＢＳＡ（
資金洗浄防止ルールを改定

1万ドル以上の送金、ブラックリスト顧客の取引監視・報告の義務化

違反の罰金

V 2005年：6000万ドル超
2000年の100倍。処分件数は5倍に増加

対象業態の拡大

V 銀行を始め、証券会社、投信会社、保険会社へ拡大

マネーロンダリング防止プログラムでの当局の検査のポイント
経営陣の強いコミットメント並びその文書化が必須条件

V 適切なリスク評価
リスクの特定と測定

金融商品、金融サービス、顧客、地域性

V 内部統制＇継続的に確保する仕組み（
設計

ポリシー、手続き、システム、コントロール

V プログラム構築
リスクに応じたマネロン防止プログラム

内部統制、監査、コンプライアンス・オフィサーの設置、研修
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【参考資料】米国のマネーロンダリング規制の状況 ２

邦銀としての留意点

駐在員事務所も対象

V 2006年にFRBにより公表、明文化

V 前頁の最低限のプログラム要件はクリアが必要＇例：文書化（

継続的な見直しの必要

V 監督当局の視点が年々厳格化

合格の翌年の検査で不合格の可能性有り

マネロンをする側の手口の高度化に対する当局の対応方式の進化によるため

最近の当局の処分事例一覧

ＨＳＢＣ 英国 2003年 対策が不十分

リッグス 米国 2004年 外国政府との大口取引の報告懈怠の疑い

ユニオンバンク・オブ・カリフォルニア 米国 2004年 対策が不十分

スタンダードチャータード 英国 2004年 対策が不十分

アラブ・バンク ヨルダン 2005年 不透明な資金移動を看過した疑い

ドイチェバンク・トラスト ドイチ 2005年 対策が不十分

ＡＢＭアムロ オランダ 2005年 経済制裁下の国への送金に加担した疑い

ＢＯＮＹ 米国 2006年 過去の資金洗浄の再発防止が不十分

三菱UFJフィナンシャルグループ 日本 2006年 疑わしき取引を監視し、当局に報告する体制の不備

三井住友フィナンシャルグループ 日本 2007年 外国送金業務で顧客確認を徹底し、内部で再チェックする体制の不備

シティバンク銀行 日本 2009年 マネロン監視体制の不備＇１ヶ月間の業務停止（2004年に続き２回目
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【参考資料】日本のマネーロンダリング規制の状況 １

最近の当局の取組

2002年に法整備を強化

V 本人確認法

V 外為法の一部改正

海外送金、外国との資本取引、非居住者預金等の資本取引での本人確認の義務付け

外務省及び関係当局との情報の整備などの緊密な協力体制の構築

V 犯罪資金供与処罰法

金融機関等はテロリズムに対する資金供与の疑いのある取引についても、金融庁へ届出を義務化

2007年

V 本人確認法施行令等の一部改正

ATMを用いて10万円超の現金での振込を制限し、窓口での本人確認書類の提示を義務付け

V テロ資金供与・マネーローンダリング防止に係る主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合
的な監督指針の一部を改正

次頁参照

V 犯罪による収益の移転防止に関する法律＇犯罪収益移転防止法（施行

「疑わしい取引」の届出義務がある事業者を従来の金融機関から、不動産業者やクレジットカード業者等
まで拡大

マネロン情報の収集・分析機能を警察庁へ移管。届出受理は金融庁が引き続き所掌

不正取引 届出件数の推移＇金融庁公表（

年 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

件数 9 13 1、059 7,242 12,372 18,768 43,768 98,935 98,935 113,860

提供件数 - - - 5,329 6,752 12,417 30,090 64,675 66,812 71,241

2007 2008

158,041 98,629

235,260 146,330
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【参考資料】日本のマネーロンダリング規制の状況 ２

テロ資金供与・マネーロンダリング防止に係る主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的
な監督指針の一部改正 の概要＇１月２６日付改正案と３月１３日付改正実施指針（

主要行等向け

V 金融サービス濫用防止にとっての意義意義
ḭצּ וֹ וֹ

ךּ︡ לּ︡ ︣ כֿ ḭ ṇ
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【参考資料】日本のマネーロンダリング規制の状況 ２-２

V ṕ Ṗקּ

ṡ ךּ︡ Ṣ לּ ḭ ḭ ︡ ךּ
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שּ כֿ ṡKnow your customer: ỖỤỎṢ
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